
桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付要項 
 
（趣旨） 

第１条　この告示は、石材業に携わる技術者の育成を支援し、石材業の振興を図る

ことを目的として、予算の範囲内において石材業技術者育成支援事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することについて、桜川市補助金等交付規則（平成

１７年桜川市規則第３３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 
（補助対象事業） 

第２条　補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に

掲げる事業とする。 
（１）　技能習得支援事業　石材事業者が自ら雇用する者等に対して行う技術習

得に係る育成事業 
（２）　技能検定支援事業　石材事業者が自ら雇用する者等に対して行う資格試

験等に対する支援事業 
（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者は、申請時において、市内に事業所を有する

石材事業者（個人事業主を含む。以下「事業者」という。）で、事業者が雇用する

者又は石材加工に関する業務を行う者（個人事業主にあっては、事業主本人も含

む。以下「従業員」という。）に対して前条に掲げる事業を実施し、事業終了後も

従業員の継続的な雇用等に努める者とする。 
（補助対象経費） 

第４条　補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 
（１）　技能習得支援事業　石材業に携わる技術者の育成を目的とした技能講習

に参加するための受講料 
（２）　技能検定支援事業　職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に

基づき実施される技能検定の受検料 
（補助金の交付額及び限度額） 

第５条　補助金の交付額及び限度額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応

じ、当該各号に定めるところによる。 
（１）　技能習得支援事業　技能講習に参加するための受講料の２分の１以内と

する。ただし、５０,０００円を限度とする。 
（２）　技能検定支援事業　技能検定の受検料の２分の１以内とする。 

２　前項各号において補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 
３　補助金の交付は、第１項各号の事業につき、同一の従業員に対して一度に限る

ものとする。 
（交付申請） 



第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、桜川市石

材業技術者育成支援事業補助金交付申請書（技能習得支援事業）（様式第１号）又

は桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付申請書（技能検定支援事業）（様式

第１号の２）に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 
（１）　技能習得支援事業 

ア　事業者と従業員の雇用関係等が確認できる書類 
イ　従業員の本人確認書類の写し 
ウ　市税等納付状況確認に関する承諾書（様式第２号） 
エ　技能講習の概要が分かる書類 
オ　技能講習の申込書の写し 
カ　その他市長が必要と認める書類 

（２）　技能検定支援事業 
ア　事業者と従業員の雇用関係等が確認できる書類 
イ　従業員の本人確認書類の写し 
ウ　市税等納付状況確認に関する承諾書（様式第２号） 
エ　技能検定申込書の写し 
オ　その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 
第７条　市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容

の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、桜川市石材業技術者育成支援事業

補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、速やかに申請者に通知

するものとする。 
（申請内容の変更等） 

第８条　前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「補助事業者」

という。）は、当該決定に係る申請内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、

桜川市石材業技術者育成支援事業補助金変更、中止、廃止承認申請書（様式第４

号）に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
（変更の承認等） 

第９条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その

結果を桜川市石材業技術者育成支援事業補助金変更、中止、廃止承認（不承認）

決定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 
（実績報告） 

第１０条　補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに桜川市石

材業技術者育成支援事業補助金実績報告書（様式第６号）に、次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
（１）　技能習得支援事業 

ア　領収証の写し又は支払金額の分かるもの 
イ　その他市長が必要と認める書類 



（２）　技能検定支援事業 
ア　領収証の写し 
イ　その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 
第１１条　市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事

業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、

適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市石材業技

術者育成支援事業補助金交付確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知

するものとする。 
（補助金の請求） 

第１２条　前条の規定による通知を受けた補助事業者（以下「事業完了者」という。）

は、補助金の交付を受けようとするときは、桜川市石材業技術者育成支援事業補

助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 
（補助金の交付） 

第１３条　市長は、前条の規定による請求を受けたときは、事業完了者に対し速や

かに補助金を交付するものとする。 
（補助金交付決定の取消し等） 

第１４条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがで

きる。 
（１）　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 
（２）　この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。 
（３）　前２号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められ

る事実があったとき。 
（書類等の整備） 

第１５条　事業完了者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証

拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して５年間これを保管しなけれ

ばならない。 
（立入調査等） 

第１６条　市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期する

ため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。 
２　市長は、補助事業完了後必要があるときは事業完了者から補助事業等に関し報

告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。 
（雑則） 

第１７条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附　則 
（施行期日） 



１　この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
（この告示の失効） 

２　この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１４ 
条及び第１５条の規定は、なおその効力を有する。 


